
 

 

 

 

 

 

令和８年度 

 

先進環境対応自動車導入促進費補助金 

申請の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

愛知県環境局 



２ 

 

 

 

  

事業に使用する車両を 

導入する 

（通勤は事業に含まない） 

導入する車両は 

バス、天然ガストラック、優良ハイ

ブリッドトラック、ＥＶトラック

（車両総重量 2.5t超）である 

導入する車両は 

緑・黒ナンバー 

である 

導入後の申請 

Ｐ５へ 

補助対象外 

です 

導入前の申請 

Ｐ11へ 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

確認フロー 

※手引きを見る前に御確認ください。 

法人・団体若しくは 

個人事業主である 

導入車両は次のいずれかである 

① ＥＶトラック（車両総重量2.5t以下） 

② トラック（PHV） 

③ 乗用車（FCV） 

④ 乗用車（EV・PHV） 

給電機能（外部給電器・V2H充放電設備を経

由して又は車載コンセント（AC100V/1500W）

から電力を取り出せる機能）がある 

車両本体価格が 

1,000万円以下（税抜） 

である 

補助対象外です 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

① ② 

③ 

④ 

導入する車両は 

燃料電池自動車トラック、 

燃料電池自動車バス、 

燃料電池タクシーである 

YES 

NO 

愛知県経済産業局 

水素社会実装推進課 

にお問い合わせください 

（連絡先は 21 ページ参照） 



３ 

 

申請時期及び補助額早見表 

 
注）補助額欄の「Ａ」は一充電走行距離（カタログ記載の JC08モードの値（JC08モ

ードの記載がない場合は WLTCモードの値））（km）を指す。 

 

※燃料電池自動車（FCV）のトラック（貨物）、バス（乗合）及びタクシーへの愛知

県からの補助につきましては、経済産業局水素社会実装推進課へお問い合わせく

ださい。 

（連絡先は 21ページ参照） 

自家用・営業用の別 用途 燃料 補助額

EV 導入後
３ナンバー：｛A-200}×2,000円

３ナンバー以外：A×1,000円　※いずれも上限40万円

PHV 導入後 10万円（定額）

FCV 導入後 100万円（定額）

導入後
A×1,000円　※上限40万円

（車両総重量2.5t以下の車両）

導入前
車両本体価格と通常車両価格との差額×2/9

（車両総重量2.5t超の車両）

PHV 導入後 20万円（定額）

CNG 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

優良HV 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

EV 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

PHV 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

CNG 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

EV 導入前
３ナンバー：｛A-200}×2,000円

３ナンバー以外：A×1,000円　※いずれも上限40万円

PHV 導入前 10万円（定額）

導入前
A×1,000円　※上限40万円

（車両総重量2.5t以下の車両）

導入前
車両本体価格と通常車両価格との差額×2/9

（車両総重量2.5t超の車両）

PHV 導入前 20万円（定額）

CNG 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

優良HV 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

EV 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

PHV 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

CNG 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

優良HV 導入前 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3

申請時期

乗用

乗用

トラック

（貨物）

営業用

（緑・黒ナ

ンバー）

EV

トラック

（貨物）

EV

バス

（乗合）

自家用

（白・黄ナ

ンバー）

バス

（乗合）
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第１章 導入後申請 

１ 補助金の概要 

（１）募集期間 

2026(令和８)年４月１日(水)から 2027(令和９)年３月 31 日(水)正午まで（必

着） 

※予算枠に到達した場合、上記に関わらず受付を終了します。 

※受付は先着順となります。 

 

（２）補助対象事業者（申請者） 

・中小企業等の事業者（※） 

・中小企業等の事業者に貸し渡す目的で導入する自動車リース事業者 

中小企業等の事業者とは 

以下のいずれかに該当する法人・団体若しくは個人事業主を指します。 

なお、宗教法人は対象とはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・「中小企業信用保険法」に規定する会社若しくは個人（ａ、ｂのどちらかを満たす者） 

 ａ 資本金が 3億円（小売・サービス業では 5,000 万円、卸売業では１億円）以下の

会社 

 ｂ 従業員が 300人（小売業では 50人、卸売・サービス業では 100人）以下の会社又

は個人 

  ※農業、林業（素材生産業及び素材生産サービス業を除く。）、漁業及び 

金融・保険業（クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業（補助的金融

商品取引業を除く。）、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附

帯業（資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第二十五項

に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払

手段の発行の業務を行うものに限る。）、金融代理業（金融商品仲介業に限る。）、

保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。） 

を営む会社又は個人は対象外 

・「中小企業団体の組織に関する法律」、「農業協同組合法」、「水産業協同組合法」で定め

る各組合 

・「学校教育法」に規定する学校、専修学校又は各種学校を設置する者 

・「児童福祉法」に規定する児童福祉施設を設置する者 

・「社会福祉法」に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者 

・「医療法」に規定する病院若しくは診療所、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は

助産所を設置する者 

導入後 
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（３）補助対象車種及び補助額 

車検証に「自家用」と記載があり、(２)の補助対象事業者が所有している旨の

記載(※)がある下表の自動車が補助対象です。 

ただし、以下の要件を満たすものに限ります。 

①  2026(令和８)年４月１日(水)から 2027(令和９)年３月 31 日(水)までに新

規の車両登録を行うもの 

②  ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ乗用車は給電機能を有すること 

③  ＥＶ・ＰＨＶ乗用車はメーカー希望小売価格 1,000万円（税抜）を超えな

いこと 

補助対象事業者が所有している旨の記載とは 

・自己所有の場合は、車検証の所有者・使用者欄ともに補助対象事業者の記載

があること。 

・所有権留保の場合は、車検証の使用者欄に補助対象事業者の記載があること。 

・リースの場合は、車検証の所有者欄に補助対象事業者(リース業者)、使用者

欄にリース先の中小企業等の事業者の記載があること。 

 

自家用/営業用 車種 補助額 

自家用 

ＥＶトラック 

(車両総重量

2.5t以下) 

ＥＶ乗用車 

３ナンバー車： 

｛一充電走行距離※(km)-200｝×２(千円/km) 

上限 400千円 

３ナンバー車以外： 

一充電走行距離※(km)×１(千円/km) 

上限 400千円 

ＰＨＶトラック 200千円（定額） 

ＰＨＶ乗用車 100千円（定額） 

ＦＣＶ乗用車 1,000 千円（定額） 

※一充電走行距離は、原則、ホームページ・カタログ等の公開されている情報

をもって算定いたします。基本は JC08 モードの値、JC08モードの記載がな

い場合は WLTC モードの値を使用します。 

（注）車両総重量 2.5t超のＥＶトラックは導入前申請のため、11 ページを御

確認ください。 

導入後 
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２ 補助金の申請から交付までの流れと注意事項 

（１）補助金の申請から交付までの流れ 

申請者 愛知県 

  

 

受付後は、書類に不備ある場合を除き、県から連絡することはありません。 

（交付決定通知書の到着をお待ちください） 

 

  

①  車両の登録 

2026年４月１日～2027年３月 31日 

② 申請書の提出 

申請書兼実績報告書（添付書類一式） 

締切：車両の登録から 30日後 

（2027年３月１日以降の登録の場合

は 2027年３月 31日正午） 

（必着） 

③ 受付・審査 

⑤ 交付決定通知書の受領 

（作業は不要です） 
④ 交付決定通知書の送付 

（補助額の確定） 

⑥ 口座に入金 

概ね 1.5か月程度 

（申請状況により前後することがあります） 

30日以内 

概ね２か月程度 

（申請状況により前後することがあります） 

導入後 



8 

 

（２）注意事項 

・自己所有の場合、領収書の写し等を提出していただくため、申請書の提出まで

に車両代金を支払っている必要があります。 

・法人が申請する場合、車両の所有者（所有権留保、リースの場合は使用者）は

法人である必要があります。 

（法人代表者の個人名義で登録した車両は補助の対象外となります） 

・リース車両に係る申請者は、自動車リース事業者です。ＣＥＶ補助金と異なり

ますので御注意ください。 

・使用の本拠の位置は愛知県内の本社、支社、営業所等である必要があります。 

（法人代表者等の自宅住所で登録した車両は補助の対象外となる可能性があり

ます） 

・希望ナンバーへの変更を行った場合は、新規登録の際の自動車検査証記録事項

と番号変更後の自動車検査証記録事項を合わせてご提出ください。 

導入後 
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３ 提出書類 

・車両登録から 30 日以内に交付申請をしてください。 

・必要に応じて記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。 

・記入例を御確認のうえ、記入していただくようお願いします。 

 

（１）法人（リース会社を含む）が申請する場合【ZIPファイル①】 

番号 書類名 備考 

1 

・交付申請書兼実績報告書 

（様式第１の２） 

・事業報告書（別紙１） 

・押印は不要 

2 

現在事項全部証明書（写） 

又は 

履歴事項全部証明書（写） 

・リースの場合はリース事業者、貸与先

事業者の両方が必要 

・発行から３ヶ月以内 

3 

自動車検査証記録事項（写） 

（自動車検査証（ハガキサイズ

のもの）は不要） 

・新規登録の車両であること 

・所有者と使用者が同一であること（所

有権留保・リースの場合を除く） 

4 車両代金請求書（写） ― 

5 代金支払を証する書類（写） 

・自己所有の場合：領収書の写し等 

・所有権留保（ローン）の場合 

：ローン契約書（写） 

・リースの場合：リース契約書（写） 

6 愛知県受取人届出書 

・同一年度に補助金申請をしており、振

込口座の登録内容に変更がない場合は

不要 

7 補助金の請求書 ・押印は不要 

8 使用目的等に係る申立書 
・車両登録の住所（使用の本拠の位置）

が法人の登記簿に記載がない場合のみ 

9 貸与料金算定根拠明細書 ・リースの場合のみ 

導入後 
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（２）個人事業主が申請する場合【ZIPファイル②】 

番号 書類名 備考 

1 

・交付申請書兼実績報告書 

（様式第１の２） 

・事業報告書（別紙） 

・押印は不要 

2 住民票（写） 
・発行から３ヶ月以内 

・個人番号の記載がないもの 

3 
前年度所得税の確定申告書（写） 

（第１表及び第２表） 
― 

4 

自動車検査証記録事項（写） 

（自動車検査証（ハガキサイズの

もの）は不要） 

・新規登録の車両であること 

・所有者と使用者が同一であること（所

有権留保・リースの場合を除く） 

5 車両代金請求書（写） ― 

6 代金支払を証する書類（写） 

・自己所有の場合：領収書の写し等 

・所有権留保（ローン）の場合 

：ローン契約書（写） 

・リースの場合：リース契約書（写） 

7 使用目的等に係る申立書 ― 

8 愛知県受取人届出書 

・同一年度に補助金申請をしており、振

込口座の登録内容に変更がない場合

は不要 

9 補助金の請求書 ・押印は不要 

10 貸与料金算定根拠明細書 ・リースの場合のみ 

 

  

導入後 
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第２章 導入前申請 

１ 補助金の概要 

（１）募集期間 

2026(令和８)年４月１日(水)から 2027(令和９)年３月 15 日(月)正午まで（必

着） 

※予算枠に到達した場合、上記に関わらず受付を終了します。 

※受付は先着順となります。 

（２）補助対象事業者（申請者） 

  ア 自家用登録（白・黄ナンバー）の車両を導入する場合 

車種 補助対象事業者（※１） 

ＥＶトラック 

(車両総重量 2.5t 超) 

・中小企業等の事業者（※２） 

 

ＣＮＧトラック 

優良ＨＶトラック 

ＥＶバス 

ＰＨＶバス 

ＣＮＧバス 

  ※１ 上記の者に貸し渡す目的で車両を導入する自動車リース業者も補助対象となりま

す。なお、いずれの車種においても、宗教法人は補助の対象とはなりません。 

  ※２ 「中小企業等の事業者」の定義は、「第１章 導入後申請」（５ページ）を確認して

ください。 

  

導入前 
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  イ 営業用登録（緑・黒ナンバー）の車両を導入する場合 

車種 補助対象事業者 

ＥＶ乗用車 

・すべての旅客・貨物運送事業者 
ＰＨＶ乗用車 

ＥＶトラック 

ＰＨＶトラック 

ＣＮＧトラック 
・旅客・貨物運送事業者（※） 

優良ＨＶトラック 

ＥＶバス 

・すべての旅客・貨物運送事業者 
ＰＨＶバス 

ＣＮＧバス 

優良ＨＶバス 

  ※ 上記の者に貸し渡す目的で車両を導入する自動車リース業者も補助対象となりま

す。なお、いずれの車種においても、宗教法人は補助の対象とはなりません。 

  ※ ＣＮＧトラック、優良ＨＶトラックを導入する場合は、一般社団法人愛知県トラッ

ク協会に加入していない事業者が対象となります。 

  

導入前 
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（３）補助対象車種及び補助額 

  車検証に (２)の補助対象事業者が所有している旨の記載(※)がある下表の自動

車が補助対象です。 

  ただし、2026（令和８）年４月１日から 2027（令和９）年３月 31日までの間に、

新規の車両登録及び車両代金の支払い（ローン又はリースの場合は契約の締結）が

完了するものに限ります。 

  ※ 「補助対象事業者が所有している旨の記載」については、「第１章 導入後申請のペ

ージ」（６ページ）を確認してください。 

自家用/営業用 車種 補助額 

自家用 

ＥＶトラック 
車両総重量 2.5t超の車両： 

車両本体価格と通常車両価格との差額×2/9 

ＣＮＧトラック 

車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3 
優良ＨＶトラック 

ＥＶバス 

ＰＨＶバス 

ＣＮＧバス 車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3 

営業用 

ＥＶ乗用車 

３ナンバー車： 

｛一充電走行距離(km)-200｝×２(千円/km)  

上限 400千円 

３ナンバー車以外： 

一充電走行距離(km)×１(千円/km)  

上限 400千円 

ＰＨＶ乗用車 100千円（定額） 

ＥＶトラック 

車両総重量 2.5t以下の車両： 

一充電走行距離(km)×１(千円/km) 

上限 400千円 

車両総重量 2.5t超の車両： 

車両本体価格と通常車両価格との差額×2/9 

ＰＨＶトラック 200千円（定額） 

ＣＮＧトラック 

車両本体価格と通常車両価格との差額×1/3 

優良ＨＶトラック 

ＥＶバス 

ＰＨＶバス 

ＣＮＧバス 

優良ＨＶバス 

 

導入前 
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２ 補助金の申請から交付までの流れと注意事項 

（１）補助金の申請から交付までの流れ 

申請者 愛知県 

  

  

① 申請書の提出 

交付決定前着手の申出 

（2026.4.1～2027.3.15正午） 

⑤ 車両の導入 

（ナンバー登録） 

② 受付・審査 

⑥ 実績報告書の提出 

締切：車両の登録から 30日後 

（2027年３月１日以降の登録の場合

は 2027年３月 31日正午）（必着） 

 

③ 受理通知書の送付 

※交付決定前着手の申出をした場合

のみ 

⑩ 口座に入金 

受理通知書の受領※ 

交付決定通知書の受領 ④ 交付決定通知書の送付 

⑦ 受付・審査 

⑧ 額の確定通知書の送付 ⑨ 額の確定通知書の受領 

30日以内 

概ね２週間程度 

(申請状況により前後することがあります) 

概ね２か月程度 

(申請状況により前後することがあります) 

導入前 



15 

 

（２）注意事項 

  ・車両登録後の申請はできません。  

  ・車両登録は、県からの交付決定通知又は受理通知書発行後で、かつ、交付申

請と同一年度に行ってください。 

  ・実績報告書の提出を忘れないようにしてください。 

   補助事業が完了した日から 30日以内に実績報告書を提出してください。ただ

し、補助対象事業が完了した日が 2027（令和９）年３月１日以降である場合

は、2027（令和９）年３月 31日までに実績報告書を提出してください。 

  ・営業用登録自動車（緑・黒ナンバー）のうち、天然ガストラック・バス、優

良ハイブリッドトラック・バスの補助については、2026(令和８)年度は環境

省の「環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業」との協調補助となりま

す。 

   したがって、国の補助を受けられない場合は県の補助を受けられませんので

ご注意ください。 

  ・希望ナンバーへの変更を行った場合は、新規登録の際の自動車検査証記録事

項と番号変更後の自動車検査証記録事項を合わせてご提出ください。 

・リース車両に係る申請者は、自動車リース事業者です。 

（３）補助対象外となる場合について 

  以下に該当する場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。 

  ・先進環境対応自動車を事業に使う目的で導入しない場合 

  ・県から発送される受理通知書または交付決定通知書の受領前に車両登録をし

た場合 

  ・2027（令和９）年３月 31日までに車両登録が完了しない場合 

 

  

導入前 
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３ 提出書類 

  ・必ず車両登録前に交付申請をしてください。 

  ・申請にあたっては、以下の書類をご提出ください。 

  ・必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。 

 

（１）交付申請時の提出書類 

  ア 法人（リース会社を含む）が申請する場合【ZIPファイル③】 

番号 書類名 備考 

1 
・交付申請書 

・事業計画書 
・押印は不要 

2 

現在事項全部証明書（写） 

又は 

履歴事項全部証明書（写） 

・発行から３ヶ月以内 

・リースの場合はリース事業者、貸与先事

業者の両方が必要 

3 車両代金見積書（写）  

4 
国からの補助負担を証する

書類（写） 

・営業用登録（緑・黒ナンバー）の 

 天然ガス車、 

 優良ハイブリッド車を 

 導入する場合のみ必要 

5 愛知県受取人届出書 
・過去に補助金申請をしており、振込口座

の登録内容に変更がない場合は不要 

6 貸与料金算定根拠明細書 ・リースの場合のみ必要 

 

  

導入前 
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  イ 個人事業主が申請する場合【ZIPファイル④】 

番号 書類名 備考 

1 
・交付申請書 

・事業報告書 
・押印は不要 

2 住民票（写） 
・発行から３ヶ月以内 

・個人番号の記載がないもの 

3 
前年度所得税の確定申告書（写）

（第１表及び第２表） 
― 

4 車両代金見積書（写） ― 

5 国の負担を証する書類（写） 

・営業用登録（緑・黒ナンバー）の 

 天然ガス車、 

 優良ハイブリッド車を 

 導入する場合のみ必要 

6 使用目的等に係る申立書 ― 

7 愛知県受取人届出書 

・過去に補助金申請をしており、振込

口座の登録内容に変更がない場合

は不要 

8 貸与料金算定根拠明細書 ・リースの場合のみ必要 

  

導入前 
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（２）実績報告時の提出書類 

 ・実績報告にあたっては、下表１～６をご提出ください。 

 ・必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。 

【ZIPファイル③④共通】 

番号 書類名 備考 

1 
・実績報告書 

・事業結果報告書 
・押印は不要 

2 車両代金請求書（写） 

・車両購入時の自動車販売店からの請求

書など車両本体価格が分かるもの 

（請求書がない場合や請求書に車両本

体価格が示されていない場合は、注

文書等で示すことも可） 

3 代金支払を証する書類（写） 

・自己所有の場合：領収書の写し 

・所有権留保（ローン）の場合： 

ローン契約書（写） 

・リースの場合：リース契約（写） 

4 自動車検査証記録事項（写） ― 

5 国補助金交付決定通知書（写） 
・営業用登録（緑・黒ナンバー）の車両

を導入する場合のみ必要 

6 補助金の請求書 ・押印は不要 

 

  

導入前 
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（３）変更があった時の提出書類  

・申請時から変更がある場合については、追加で以下の書類をご提出ください。 

番号 書類名 備考 

1 変更届 

・申請時から軽微な変更がある場合に提

出すること 

※軽微な変更とは、補助金の交付決定額に

変更がないものをいいます。 

 (例)事業者の役員の変更、車両の使用の

本拠の変更、リース料金の変更等 

2 
補助対象事業計画変更承認

申請書 

・申請時からの変更が軽微でない（上記の

変更に該当しない）場合に提出すること 

 (例)導入台数の変更（２台→１台） 

3 
その他変更内容を 

証する書類 

・変更内容によっては提出の必要があり

ます。 

・詳細については担当までお問合わせく

ださい。 

  

導入前 
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第３章 その他 

１ 書類の提出方法 

令和８年度から郵送に加え、「あいち電子申請・届出システム」での申請を開

始します。 

 

（１）電子申請 

・あいち電子申請・届出システムから書類を提出してください。 

・詳細は「あいち電子申請・届出システム利用案内」を参考にしてください。 

・URLは以下のとおりです。 

 

 ＜導入後＞ 

https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-

procedure-alias/donyugo 

 

 ＜導入前、交付申請＞ 

https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-

procedure-alias/donyumae-shinsei 

 

 ＜導入前、実績報告＞ 

https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-

procedure-alias/donyumae-houkoku 

 

 

（２）郵送 

  ・提出の際には到着日時がわかるもの・到着確認ができるもの（レターパッ

ク、書留等）を使用してください。 

宛先 住所 

愛知県環境局 

地球温暖化対策課 

自動車環境グループ 

〒460-8501 

名古屋市中区三の丸 3-1-2 

（愛知県西庁舎６階） 

 

 

 

https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure-alias/donyugo
https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure-alias/donyugo
https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure-alias/donyumae-shinsei
https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure-alias/donyumae-shinsei
https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure-alias/donyumae-houkoku
https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure-alias/donyumae-houkoku
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２ 問合せ先 

 

お問い合わせの前に… 

 ・「申請の手引き」をご一読ください。 

 ・国の補助金や市町村の補助金については、それぞれの実施団体や市町村にお問い

合わせください。 

 ・補助金の残額は、Web ページで随時公表しています。予算枠の到達見込などにつ

いて直接お問い合わせいただいても、Web ページに掲載していること以上の情報

はお答えしかねます。 

 ・電話でのお問い合わせの際、「申請の手引き」を使って御案内する場合があります

ので、「申請の手引き」を確認できる状況でお電話いただくことをお勧めします。 

 ・メールでのお問い合わせの際、タイトル（件名）に『自動車補助金の問い合わせ』

と入力いただきますようお願いします。 

 

 

担当 問合せ先 

愛知県環境局 

地球温暖化対策課 

自動車環境グループ 

電 話：052-954-6217 

受付時間：9時～17 時 30分（12時～13時を除く） 

Ｆ Ａ Ｘ：052-955-2029 

E - m a i l：ondanka@pref.aichi.lg.jp 

 

 

 

※燃料電池自動車（FCV）のトラック（貨物）、バス（乗合）及び燃料電池自動車（FCV）

のタクシーへの補助についてはこちらにお問い合わせください。 

担当 問合せ先 

愛知県経済産業局 

水素社会実装推進課 

水素企画グループ 

電 話：052-954-7416 

受付時間：9時～17 時 30分（12時～13時を除く） 

Ｆ Ａ Ｘ：052-954-6943 

E - m a i l：suiso@pref.aichi.lg.jp 

 

 

 

 



22 

 

３ 国の補助制度 

CEV 補助金 

（経済産業省） 

一般社団法人 

次世代自動車 

振興センター 

電話：0570-001-136 

電話受付時間：10 時～16 時 

（12 時～13 時を除く） 

商用車等の電動化 

促進事業（トラック） 

（環境省） 

一般財団法人 

環境優良車普及

機構 

電話：03-5944-0883 

電話受付時間：9 時～17 時 

（12 時～13 時を除く） 

商用車等の電動化促進

事業（タクシー・バス） 

（環境省） 

公益財団法人  

日本自動車輸送

技術協会 

電話：03-6836-1203 

電話受付時間：9 時～17 時 

（12 時～13 時を除く） 

環境配慮型先進トラック・

バス導入加速事業 

（環境省） 

公益財団法人 

北海道環境財団 

E-mail：trkbus_ask■heco-

hojo.jp 

※ ■は @ に置き換えてください。 
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４ よくある質問 

Ｑ１ 個人は補助対象となりますか。 

  

Ａ１ 原則、補助対象となりません。ただし、個人事業を営む方が、事業のために車両を使

用する場合は補助対象となります。 

 

 

Ｑ２ 愛知県外の事業者は補助対象となりますか。 

 

Ａ２ 本社の所在地が愛知県外の事業者であっても、愛知県内の事業所に導入する場合

は補助対象となります。例えば、リース事業者が愛知県内の事業者に車両を貸し渡す

場合や、愛知県外に本社がある法人が、愛知県内の支社に車両を導入する場合は補

助対象となります。 反対に、愛知県内に本社があっても、愛知県外の事業所で導入

する場合は補助対象となりません。 

 

 

Ｑ３ 宗教法人は補助対象となりますか。 

 

Ａ３ 宗教法人は補助対象となりません。(要綱第３第７項に記載の「中小企業等の事業者」

に該当しないため。) 

 

 

Ｑ４ 他の団体の補助金を受けることはできますか。 

 

Ａ４ 他の団体（国、市町村など）の補助金と併用いただけます。 ただし、営業用車両（緑ナ

ンバー）は、環境省の補助金の交付を受ける場合、県の補助額が減額されることがあ

ります （詳細はお問い合わせください）。  

また、営業用車両（緑ナンバー）の天然ガス車（トラック・バス）、優良ハイブリッド車（トラ

ック・バス）は環境省の補助金と協調補助となり、環境省の補助を受けられない場合、

県の補助を受けられないのでご注意ください。  

 

 

Ｑ５ ハイブリッド自動車（乗用車）は補助対象となりますか。 

 

Ａ５ ハイブリッド自動車（乗用車）は補助対象となりません。ただし、営業用車両（緑ナンバ

ー）の優良ハイブリッド車（トラック・バス）は補助対象となります。 
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Ｑ６ 車検証の所有者を法人に、使用者を法人代表者として登録した場合、補助対象とな

りますか。 

 

Ａ６ 補助対象となりません。車検証の所有者及び使用者は、同一である必要があります。

（リース・所有権留保の場合を除く） 

 

 

Ｑ７ 今年開業したばかりで、前年の確定申告書の写しがない場合の提出物について教え

てください。 

 

Ａ７ 確定申告書の代わりに、車検証の使用の本拠地で事業を行っていることを客観的に

証明できる書類を提出してください。（例：事業所所在地の記載のある事業許可証の

写し等） 

 

 

Ｑ８ 年度末の申請について気を付けるべきことはありますか。 

 

 

Ａ８ 事業を完了（車両の登録）した同一年度内に申請を行う必要がありますのでご注意く

ださい。 

なお、導入後申請の申請書兼実績報告書は、事業完了日から 30 日以内に提

出することになっていますが、事業完了日から 30 日を数えた日が年度をまたぐ場

合(４月１日以降になる場合)は、令和９年３月 31 日（令和８年度の場合）までに提

出してください。(例 事業完了日が３月 18 日の場合、30 日を経過した日は４月

17 日となりますが、年度をまたぐため３月末までに提出となります。) 

ただし、予算の上限に達した場合は最終締切日を待たずして補助金の受付を終

了します。 

 

要領第 6 条（抜粋） 

 要綱第 5 条第 1 項ただし書きの規定により申請を行う場合は、補助対象事業 

の完了の日から起算して 30 日を経過した日と補助対象事業の完了日の属 

する年度の最後の開庁日とのいずれか早い日までとする。 
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Ｑ９ 交付申請をしてから交付決定通知書が発行されるまで、どれくらいの期間がかかり 

ますか。 

 

Ａ９ 原則として、交付申請を受け付けた約１．５ヶ月後に交付決定通知書（導入後申請の

場合は交付決定兼額の確定通知書）を送付いたします。 例：４月 10 日の受付→５月

下旬に交付決定 

   ただし、申請が集中した場合は、さらに期間を要する場合もありますので、ご了承くだ

さい。 

 

Ｑ10 補助金の振込は申請をしてからどれくらいで行われますか。 

 

 

Ａ10 実績報告の受け付け後に発行する額の確定通知書（導入後申請の場合は交付決定

兼額の確定通知書）を送付してから２か月程度で振り込まれますが、多少前後する場

合があります。 

 

 

Ｑ11 この補助金は圧縮記帳の対象になりますか。 

 

 

Ａ11 税務処理等の解釈・詳細は、税理士やお近くの税務署に御確認ください。 

 

 


